
市街地の円滑な交通を確保するため

■ 事業箇所：太田市熊野町
■ 事業内容：交差点改良 1箇所 延長 50ｍ
■ 事業期間：令和3年度～令和4年度

右折車線を
設置しました

よ く わ か る 公 共 事 業令和

６
年度

どのような未来を目指すための事業か

・右折車線がないため、右折待ち車両による渋滞が発生。(地元住民)
・右折待ちの車を避けるために、直進車が路肩等に入り込み、歩行者・自転車等に危険が及ぶ。(地元住民)

地 元 の 声

事業前 事業後

◆右折車線を設置することで渋滞を緩和し、
円滑な通行空間を確保しました。

◆右折車線がないため、右折待ちの車両により
渋滞を引き起こしていました。

事業前の状況 事業後の状況

事業の進捗状況（令和４年度完了）

事業開始 事業完了

事業のすすみ具合

事業の概要

事業位置
太田市

今、何をしているか

令和4年度に、交差点工事が完了しました。
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市役所●

事業箇所

右折車線設置箇所[完了]

熊野町

事業完了
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